
大 阪 府 条 例 第 五 十 七 号  

   大 阪 府 金 融 系 外 国 企 業 等 の 集 積 の 促 進 及 び 国 際 競 争 力 の 強 化 に 係 る     

   事 業 計 画 の 認 定 並 び に 法 人 の 府 民 税 及 び 事 業 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す     

   る 条 例  

（ 目 的 ）  

第 一 条  こ の 条 例 は 、 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） 第 六 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 法 人 の 府 民 税 及 び 事 業 税 の 課 税 に 関 し

大 阪 府 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 大 阪 府 条 例 第 七 十 五 号 。 以 下 「 府 税 条 例 」 と い う 。 ）

の 特 例 を 定 め る と と も に 、 そ の 特 例 の 適 用 に 必 要 な 金 融 系 外 国 企 業 等 の 事 業 計

画 の 認 定 等 に 関 す る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 金 融 系 外 国 企 業 等 の 集 積 の 促 進

及 び 国 際 競 争 力 の 強 化 を 通 じ て 府 内 の 経 済 の 活 性 化 を 図 り 、 も っ て 府 民 生 活 の

向 上 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 二 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

一  外 国 投 資 家  次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。  

イ  外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 二 十 八 号 。 以 下 「 外

為 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 六 条 第 一 項 第 一 号 又 は 第 二 号 に 掲 げ る も の  

ロ  イ に 掲 げ る も の が 株 主 又 は 社 員 の 議 決 権 （ 外 為 法 第 二 十 六 条 第 一 項 第 三

号 に 規 定 す る 議 決 権 を い う 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 全 部 を 直 接 に 保 有 し て

い る 会 社  

  ハ  イ に 掲 げ る も の が 出 資 の 金 額 の 全 部 を 占 め る 組 合 等 （ 外 為 法 第 二 十 六 条

第 一 項 第 四 号 に 規 定 す る 組 合 等 を い う 。 以 下 こ の ハ に お い て 同 じ 。 ） 又 は 業

務 執 行 組 合 員 （ 同 号 に 規 定 す る 業 務 執 行 組 合 員 を い う 。 ） の 全 部 を 占 め る 組

合 等  

  ニ  外 為 法 第 二 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 者 が 役 員 （ 同 項 第 五 号 に 規 定 す

る 役 員 を い う 。 以 下 こ の ニ 及 び 次 号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 役 員 で 代 表 す る 権

限 を 有 す る も の の い ず れ か の 全 部 を 占 め る 法 人 そ の 他 の 団 体  

 二  金 融 系 外 国 企 業 等  大 阪 市 の 区 域 内 に お い て 資 産 運 用 業 等 を 営 み 、 又 は 営

も う と す る 法 人 （ 法 第 二 十 四 条 第 一 項 第 四 号 の 二 に 規 定 す る 個 人 、 同 条 第 六

項 に 規 定 す る 人 格 の な い 社 団 等 及 び 法 人 課 税 信 託 の 引 受 け を 行 う も の 、 法 第

七 十 二 条 の 二 第 四 項 に 規 定 す る 人 格 の な い 社 団 等 並 び に 同 条 第 五 項 に 規 定 す

る み な し 課 税 法 人 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、 次 の い ず れ か に 掲 げ る も の

を い う 。  

イ  法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 三 号 イ 及 び 第 七 十 二 条 の 十 九 に 規 定 す る 内 国 法 人

で あ っ て 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の  

⑴  令 和 五 年 十 一 月 一 日 以 後 に 設 立 さ れ た こ と 。  

⑵  設 立 の 日 以 後 大 阪 市 の 区 域 内 に 事 務 所 又 は 事 業 所 （ 以 下 「 事 務 所 等 」

と い う 。 ） を 継 続 し て 有 し て い る こ と （ 当 該 事 務 所 等 を 有 す る こ と が 会 社

法 （ 平 成 十 七 年 法 律 第 八 十 六 号 ） そ の 他 の 法 律 の 規 定 に よ り 登 記 す べ き



事 項 が 記 録 さ れ る 帳 簿 又 は こ れ に 準 ず る も の （ 以 下 「 登 記 事 項 証 明 書 等 」

と い う 。 ） で 確 認 す る こ と が で き る 場 合 に 限 る 。 ） 。  

⑶  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  

 (i
)

 当 該 法 人 が 会 社 で あ っ て 、 外 国 投 資 家 が そ の 株 主 又 は 社 員 の 議 決 権

の 全 部 を 直 接 に 保 有 し て い る こ と 。  

 (i
i)  当 該 法 人 が 会 社 以 外 の も の で あ っ て 、 外 国 投 資 家 が そ の 出 資 の 金 額

の 全 部 を 占 め て い る こ と 又 は そ の 構 成 員 の 全 部 を 占 め て い る こ と 。  

 (ⅲ
)

 外 為 法 第 二 十 六 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 者 が 当 該 法 人 の 役 員 又 は 役

員 で 代 表 す る 権 限 を 有 す る も の の い ず れ か の 全 部 を 占 め て い る こ と 。 

ロ  法 第 二 十 三 条 第 一 項 第 三 号 ロ 及 び 第 七 十 二 条 第 五 号 に 規 定 す る 外 国 法 人

で あ っ て 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の  

 ⑴  令 和 五 年 十 一 月 一 日 以 後 に 新 た に 大 阪 市 の 区 域 内 に 事 務 所 等 を 設 置 し

て い る こ と （ 当 該 事 務 所 等 の 設 置 の 日 よ り 前 に 法 の 施 行 地 に 事 務 所 等 を

設 置 し て い た こ と が あ る 場 合 を 除 く 。 ） 。  

 ⑵  ⑴ の 設 置 の 日 以 後 大 阪 市 の 区 域 内 に 事 務 所 等 を 継 続 し て 有 し て い る こ

と （ 当 該 事 務 所 等 を 有 す る こ と が 登 記 事 項 証 明 書 等 で 確 認 す る こ と が で

き る 場 合 に 限 る 。 ） 。  

三  資 産 運 用 業 等  次 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 事 業 を い う 。  

イ  金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 十 五 号 。 以 下 「 金 商 法 」 と い う 。 ）

第 二 十 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業  

ロ  金 商 法 第 二 十 八 条 第 二 項 に 規 定 す る 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 （ 金 商 法 第 二

十 九 条 の 五 第 二 項 及 び 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 六 年

法 律 第 百 九 十 八 号 ） 第 百 九 十 六 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 第 二 種 金 融 商 品 取 引

業 と み な さ れ る 業 務 を 含 む 。 ）  

ハ  金 商 法 第 二 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 投 資 助 言 ・ 代 理 業  

ニ  金 商 法 第 二 十 八 条 第 四 項 に 規 定 す る 投 資 運 用 業  

  ホ  情 報 技 術 を 用 い た 革 新 的 な 金 融 サ ー ビ ス を 提 供 す る 事 業 と し て 規 則 で 定

め る も の  

（ 事 業 計 画 の 認 定 ）  

第 三 条  金 融 系 外 国 企 業 等 は 、 そ の 営 も う と す る 資 産 運 用 業 等 に 関 す る 計 画 （ 以

下 「 事 業 計 画 」 と い う 。 ） を 作 成 し 、 こ れ を 令 和 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で に 知 事 に

提 出 し て 、 そ の 事 業 計 画 が 適 当 で あ る 旨 の 認 定 を 受 け る こ と が で き る 。  

２  事 業 計 画 に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

一  資 産 運 用 業 等 を 実 施 す る 者 に 関 す る 事 項  

二  資 産 運 用 業 等 の 内 容  

三  資 産 運 用 業 等 の 実 施 期 間  

四  事 業 計 画 の 実 施 に 伴 う 労 務 に 関 す る 事 項   

五  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 事 項  

３  前 項 第 三 号 に 掲 げ る 実 施 期 間 （ 以 下 「 事 業 実 施 期 間 」 と い う 。 ） は 、 二 年 を 超

え て は な ら な い 。  



４  知 事 は 、 第 一 項 の 認 定 に 係 る 事 業 計 画 の 提 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 金 融 系

外 国 企 業 等 が 資 産 運 用 業 等 を 行 う た め に 金 商 法 第 二 十 九 条 の 登 録 そ の 他 法 令 に

基 づ く 行 政 庁 か ら の 許 可 、 認 可 、 免 許 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 処 分 （ 以 下 「 許 認

可 等 」 と い う 。 ） を 受 け て い る こ と 又 は 法 令 に 基 づ く 届 出 そ の 他 こ れ に 準 ず る 手

続 （ 以 下 「 届 出 等 」 と い う 。 ） を 行 っ て い る こ と が 必 要 な 場 合 に あ っ て は 当 該 許

認 可 等 を 受 け 、 又 は 当 該 届 出 等 を 行 っ て お り 、 か つ 、 そ の 事 業 計 画 が 次 の 各 号

の い ず れ に も 適 合 す る も の で あ る と 認 め る と き は 、 そ の 認 定 を す る も の と す る 。  

一  資 産 運 用 業 等 が 円 滑 か つ 確 実 に 実 施 さ れ る と 見 込 ま れ る も の で あ る こ と 。 

二  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 規 則 で 定 め る 要 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

５  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 一 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 金 融 系 外 国 企 業 等

が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 知 事 は 、 同 項 の 認 定 を し な い も の と

す る 。  

一  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第

百 二 十 二 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 風 俗 営 業 又 は 同 条 第 五 項 に 規 定 す る 性

風 俗 関 連 特 殊 営 業 （ 以 下 「 風 俗 営 業 等 」 と い う 。 ） を 府 内 に お い て 営 ん で い る

こ と 。  

二  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七

号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 暴 力 団 （ 以 下 「 暴 力 団 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 六

号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） 若 し く は 大 阪 府 暴 力 団 排

除 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 大 阪 府 条 例 第 五 十 八 号 ） 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 暴 力

団 密 接 関 係 者 （ 以 下 「 暴 力 団 密 接 関 係 者 」 と い う 。 ） で あ る こ と 。  

三  第 一 項 の 認 定 を 受 け た こ と が あ る こ と 。  

四  府 税 の 滞 納 が あ る こ と 。  

６  知 事 は 、 第 一 項 の 認 定 を し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め 大 阪 府 金 融 系 外 国

企 業 等 事 業 計 画 認 定 等 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ） の 意 見 を 聴 か な け れ ば

な ら な い 。  

（ 事 業 計 画 の 変 更 ）  

第 四 条  前 条 第 一 項 の 事 業 計 画 の 認 定 を 受 け た 金 融 系 外 国 企 業 等 （ 以 下 「 認 定 法

人 」 と い う 。 ） は 、 当 該 事 業 計 画 （ こ の 項 の 変 更 の 認 定 が あ っ た と き は 、 当 該 認

定 後 の も の 。 以 下 「 認 定 事 業 計 画 」 と い う 。 ） の 変 更 を し よ う と す る と き は 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 知 事 の 認 定 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 条 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 認 定 法 人 は 、 前 項 の 認 定 を 受 け て 、 事 業 実

施 期 間 を 、 一 回 に つ き 二 年 以 内 か つ そ の 開 始 の 日 か ら 十 年 を 超 え な い 範 囲 内 で

延 長 す る こ と が で き る 。  

３ 前 条 第 四 項 及 び 第 五 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 認 定 の 申 請 が あ っ た 場 合 に つ い て 、

同 条 第 六 項 の 規 定 は 、 認 定 事 業 計 画 に 係 る 資 産 運 用 業 等 （ 以 下 「 認 定 事 業 」 と

い う 。 ） の 内 容 の 変 更 又 は 事 業 実 施 期 間 の 延 長 に 係 る 第 一 項 の 認 定 の 申 請 が あ っ

た 場 合 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。  

（ 認 定 事 業 の 開 始 ）  



第 五 条  認 定 法 人 は 、 認 定 事 業 を 開 始 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 て 、 そ の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
（ 実 績 報 告 等 ）  

第 六 条  前 条 の 確 認 を 受 け た 認 定 法 人 は 、 事 業 実 施 期 間 内 の 日 を 含 む 毎 事 業 年 度

終 了 後 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 第 十 一 条 及 び 第 十 四 条

の 規 定 の 適 用 を 受 け る こ と を 希 望 し な い 旨 を 申 し 出 た 認 定 法 人 に あ っ て は 、 第

二 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） を 知 事 に 報 告 し 、 第 一 号 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 要 件 に

適 合 し て い る 旨 並 び に 第 二 号 に 掲 げ る 割 合 が 適 正 に 算 定 さ れ て い る 旨 の 認 定 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  

一  大 阪 市 の 区 域 内 に お い て 認 定 事 業 が 実 施 さ れ て い る と 認 め ら れ る こ と 。  

二  認 定 法 人 が 府 内 で 実 施 し た 事 業 に 占 め る 認 定 事 業 の 割 合 と し て 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 算 定 し た 割 合  

三  第 三 条 第 五 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と 。  

２  知 事 は 、 前 項 の 認 定 を し た 場 合 に お い て 、 同 項 の 認 定 を 受 け た 認 定 法 人 が 府

内 で 実 施 し た 事 業 に 占 め る 認 定 事 業 の 割 合 を 法 人 の 府 民 税 及 び 事 業 税 の 課 税 の

特 例 に 係 る 割 合 （ 以 下 「 認 定 事 業 割 合 」 と い う 。 ） と し て 、 決 定 を す る も の と す

る 。  

（ 認 定 事 業 の 廃 止 等 ）  

第 七 条  認 定 法 人 は 、 認 定 事 業 を 廃 止 し 、 又 は そ の 全 部 を 譲 渡 し よ う と す る と き

は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

２  認 定 法 人 が 認 定 事 業 を 休 止 し た と き 又 は 認 定 事 業 を 休 止 し た 認 定 法 人 が 当 該

認 定 事 業 を 再 開 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け

出 て 、 そ の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 の 徴 収 ）  

第 八 条  知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 認 定 法 人 に 対 し 、 そ の

認 定 事 業 に 関 す る 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 立 入 調 査 等 ）  

第 九 条  知 事 は 、 こ の 条 例 の 施 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 職 員 に 、 当 該 認 定

法 人 の 事 務 所 等 そ の 他 そ の 事 業 を 行 う 場 所 に 立 ち 入 り 、 帳 簿 、 書 類 そ の 他 の 物

件 を 調 査 さ せ 、 又 は 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 立 入 調 査 又 は 質 問 を 行 う 職 員 は 、 規 則 で 定 め る そ の 身 分 を

示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係 者 に 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 計 画 の 認 定 の 取 消 し ）  

第 十 条  知 事 は 、 認 定 法 人 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る と き は 、

事 業 計 画 の 認 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

一  第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

二  第 三 条 第 一 項 の 認 定 の 日 か ら 一 年 以 内 に 認 定 事 業 を 開 始 し て い な い と き 。 

三  第 三 条 第 四 項 に 規 定 す る 要 件 の い ず れ か に 適 合 し な く な っ た と き 。  

四  第 三 条 第 五 項 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ

た と き 。  



五  第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き 。  

六  第 八 条 に 規 定 す る 報 告 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 報 告 を し 、 又 は 前 条 第 一 項

の 規 定 に よ る 調 査 を 拒 み 、 妨 げ 、 若 し く は 忌 避 し 、 若 し く は 質 問 に 対 し て 答

弁 を せ ず 、 若 し く は 虚 偽 の 答 弁 を し た と き 。  

七  関 係 法 令 の 違 反 そ の 他 著 し く 社 会 的 信 用 を 失 墜 さ せ る 行 為 を し た と き 。  

八  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 知 事 が 事 業 計 画 の 認 定 を 取 り 消 す 必 要 が あ る

と 認 め る と き 。  

２  知 事 は 、 前 項 第 三 号 の 規 定 に よ り 事 業 計 画 の 認 定 を 取 り 消 そ う と す る と き は 、

あ ら か じ め 審 査 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。  

（ 認 定 法 人 に 対 す る 法 人 の 府 民 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 十 一 条  認 定 法 人 が 第 六 条 第 一 項 の 認 定 及 び 同 条 第 二 項 の 決 定 を 受 け た と き は 、

認 定 事 業 を 開 始 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 終 了 の 日 の 翌 日 か ら 十 年 以 内 に 終 了 す

る 各 事 業 年 度 （ 事 業 年 度 中 に 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合

に あ っ て は 、 当 該 事 業 年 度 を 除 く 。 ） の 法 人 の 府 民 税 に 限 り 、 当 該 認 定 の 対 象 で

あ る 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 府 民 税 に つ い て は 、 当 該 事 業 年 度 に 係

る 均 等 割 額 及 び 法 人 税 割 額 （ 当 該 法 人 税 割 額 に つ い て は 、 法 第 五 十 三 条 第 三 十

六 項 か ら 第 三 十 八 項 ま で 及 び 第 五 十 項 の 規 定 に よ る 控 除 前 の 額 と す る 。 ） か ら 、

次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 を 控 除 す る 。  

一  均 等 割  均 等 割 に 相 当 す る 額 （ 当 該 認 定 法 人 が 当 該 事 業 年 度 の 直 前 の 事 業

年 度 に お い て 、 認 定 事 業 の み を 行 う 事 務 所 等 以 外 に 府 内 に 事 務 所 等 又 は 寮 、

宿 泊 所 、 ク ラ ブ そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設 を 有 し な い 場 合 に 限 る 。 ）  

二  法 人 税 割  当 該 事 業 年 度 に 係 る 法 人 税 割 の 課 税 標 準 と な る 法 人 税 額 に 、 府

税 条 例 第 二 十 九 条 （ 府 税 条 例 附 則 第 十 九 条 又 は 第 二 十 条 の 適 用 を 受 け る 場 合

を 含 む 。 ） に 定 め る 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 当 該 事 業 年 度 の 直 前 の 事 業 年 度 に

お け る 認 定 事 業 割 合 を 乗 じ て 得 た 額  

（ 法 人 の 府 民 税 の 課 税 の 特 例 に 係 る 適 用 除 外 ）  

第 十 二 条  認 定 法 人 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 各

号 に 定 め る 当 該 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 府 民 税 の 均 等 割 及 び 法 人 税 割 に つ い て 、

前 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

一  法 第 五 十 三 条 第 一 項 の 規 定 （ 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第 三 十 四 号 ） 第 七

十 一 条 第 一 項 （ 同 法 第 七 十 二 条 第 一 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に 限 る 。 ） 、 第

七 十 四 条 第 一 項 、 第 百 四 十 四 条 の 三 第 一 項 （ 同 法 第 百 四 十 四 条 の 四 第 一 項 の

規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に 限 る 。 ） 又 は 第 百 四 十 四 条 の 六 第 一 項 の 規 定 に よ っ て

法 人 税 に 係 る 申 告 書 を 提 出 す る 義 務 が あ る 法 人 に 適 用 さ れ る 場 合 に 限 る 。 次

条 に お い て 同 じ 。 ） に よ る 申 告 納 付 の 期 限 の 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 告 期

限 」 と い う 。 ） 前 三 年 以 内 に 、 法 第 五 十 五 条 第 二 項 又 は 第 七 十 二 条 の 三 十 九 第

二 項 若 し く は 第 七 十 二 条 の 四 十 一 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 場 合  当

該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  

二  申 告 期 限 前 三 年 以 内 に 、 国 税 通 則 法 （ 昭 和 三 十 七 年 法 律 第 六 十 六 号 ） 第 六

十 八 条 の 規 定 に よ る 法 人 税 に 係 る 重 加 算 税 を 課 さ れ て い る 場 合 又 は 法 第 七 十



二 条 の 四 十 七 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に よ り 徴 収 さ れ る べ き 重 加 算 金 額

を 決 定 さ れ て い る 場 合  当 該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  
三  申 告 期 限 前 三 年 以 内 に 、 法 人 税 法 第 百 三 十 五 条 第 一 項 、 第 二 項 若 し く は 第

五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 場 合 又 は 法 第 五 十 三 条 第 四 十 九 項 若 し く は 第

七 十 二 条 の 二 十 四 の 十 （ 第 四 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 を 除 く 。 ） の 規 定 の 適 用 を

受 け て い る 場 合  当 該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  

四  申 告 期 限 に お い て 、 府 税 の 滞 納 が あ る 場 合  当 該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  

五  第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た 場 合  同 号 に 規 定 す る 要

件 に 該 当 し な か っ た 期 間 の 属 す る 事 業 年 度  

六  風 俗 営 業 等 を 府 内 に お い て 営 ん だ 場 合  当 該 風 俗 営 業 等 を 営 ん だ 期 間 の 属

す る 事 業 年 度  

七  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 若 し く は 暴 力 団 密 接 関 係 者 （ 以 下 「 暴 力 団 等 」 と い う 。 ）

と な っ た 場 合  暴 力 団 等 で あ っ た 期 間 の 属 す る 事 業 年 度  

（ 法 人 の 府 民 税 の 課 税 の 特 例 の 適 用 に 係 る 添 付 書 類 ）  

第 十 三 条  第 十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 認 定 法 人 は 、 法 第 五 十 三 条 第

一 項 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に 係 る 申 告 書 に 、 第 六 条 第 一 項 の 認 定 及 び 同 条 第 二

項 の 決 定 を 受 け た こ と を 証 す る 書 面 の 写 し そ の 他 規 則 で 定 め る 書 面 を 添 付 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 認 定 法 人 に 対 す る 法 人 の 事 業 税 の 課 税 の 特 例 ）  

第 十 四 条  認 定 法 人 が 第 六 条 第 一 項 の 認 定 及 び 同 条 第 二 項 の 決 定 を 受 け た と き は 、

認 定 事 業 を 開 始 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 終 了 の 日 の 翌 日 か ら 十 年 以 内 に 終 了 す

る 各 事 業 年 度 （ 当 該 事 業 年 度 中 に 第 十 条 の 規 定 に よ り 認 定 を 取 り 消 さ れ た 場 合

を 除 く 。 ） の 法 人 の 事 業 税 に 限 り 、 当 該 認 定 の 対 象 で あ る 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度

に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て は 、 当 該 事 業 年 度 に 係 る 事 業 税 額 （ 当 該 事 業 税 額

に つ い て は 、 法 第 七 十 二 条 の 二 十 四 の 十 一 の 規 定 に よ る 控 除 前 の 額 と す る 。 ） か

ら 、 課 税 標 準 と な る 付 加 価 値 額 、 資 本 金 等 の 額 、 所 得 及 び 収 入 金 額 に そ れ ぞ れ

府 税 条 例 第 四 十 一 条 （ 府 税 条 例 附 則 第 六 条 の 二 、 第 二 十 一 条 又 は 第 二 十 二 条 の

適 用 を 受 け る 場 合 を 含 む 。 ） に 定 め る 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 、 当 該 事 業 年 度 の 直

前 の 事 業 年 度 に お け る 認 定 事 業 割 合 を 乗 じ て 得 た 額 を 控 除 す る 。  

（ 法 人 の 事 業 税 の 課 税 の 特 例 に 係 る 適 用 除 外 ）  

第 十 五 条  認 定 法 人 が 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 当 該 各

号 に 定 め る 当 該 事 業 年 度 に 係 る 法 人 の 事 業 税 に つ い て 、 前 条 の 規 定 は 、 適 用 し

な い 。  

一  府 税 条 例 第 四 十 一 条 の 三 第 一 号 に 掲 げ る 申 告 納 付 の 期 限 の 日 、 法 第 七 十 二

条 の 二 十 六 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 の 期 限 の 日 又 は 第 七 十 二 条

の 四 十 八 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 の 期 限 の 日 （ 以 下 こ の 条 に お

い て 「 申 告 期 限 」 と い う 。 ） 前 三 年 以 内 に 、 法 第 五 十 五 条 第 二 項 、 第 七 十 二 条

の 三 十 九 第 二 項 又 は 第 七 十 二 条 の 四 十 一 第 二 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 場

合  当 該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  

二  申 告 期 限 前 三 年 以 内 に 、 国 税 通 則 法 第 六 十 八 条 の 規 定 に よ る 法 人 税 に 係 る



重 加 算 税 を 課 さ れ て い る 場 合 又 は 法 第 七 十 二 条 の 四 十 七 第 一 項 若 し く は 第 二

項 の 規 定 に よ り 徴 収 さ れ る べ き 重 加 算 金 額 を 決 定 さ れ て い る 場 合  当 該 申 告

期 限 に 係 る 事 業 年 度  
三  申 告 期 限 前 三 年 以 内 に 、 法 人 税 法 第 百 三 十 五 条 第 一 項 、 第 二 項 若 し く は 第

五 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 場 合 又 は 法 第 五 十 三 条 第 四 十 九 項 若 し く は 第

七 十 二 条 の 二 十 四 の 十 （ 第 四 項 、 第 六 項 及 び 第 七 項 を 除 く 。 ） の 規 定 の 適 用 を

受 け て い る 場 合  当 該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  

四  申 告 期 限 に お い て 、 府 税 の 滞 納 が あ る 場 合  当 該 申 告 期 限 に 係 る 事 業 年 度  

五  第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た 場 合  同 号 に 規 定 す る 要

件 に 該 当 し な か っ た 期 間 の 属 す る 事 業 年 度  

六  風 俗 営 業 等 を 府 内 に お い て 営 ん だ 場 合  当 該 風 俗 営 業 等 を 営 ん だ 期 間 の 属

す る 事 業 年 度  

七  暴 力 団 等 と な っ た 場 合  暴 力 団 等 で あ っ た 期 間 の 属 す る 事 業 年 度  

（ 法 人 の 事 業 税 の 課 税 の 特 例 の 適 用 に 係 る 添 付 書 類 ）  

第 十 六 条  第 十 四 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す る 認 定 法 人 は 、 府 税 条 例 第 四 十

一 条 の 三 第 一 号 又 は 法 第 七 十 二 条 の 二 十 六 第 一 項 た だ し 書 若 し く は 第 七 十 二 条

の 四 十 八 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に 係 る 申 告 書 に 、 第 六 条 第 一 項

の 認 定 及 び 同 条 第 二 項 の 決 定 を 受 け た こ と を 証 す る 書 面 の 写 し そ の 他 規 則 で 定

め る 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 大 阪 府 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 及 び 職 業 の 安 定 に 係 る 法 人 の 事 業 税 の 税 率 等 の 特 例

に 関 す る 条 例 と の 調 整 ）  

第 十 七 条  認 定 法 人 の 第 三 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 日 の 属 す る 事 業 年 度 か ら 事 業

実 施 期 間 の 終 了 の 日 を 含 む 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 ま で の 各 事 業 年 度 に 係 る 法 人

の 事 業 税 に つ い て は 、 大 阪 府 障 害 者 の 雇 用 の 促 進 及 び 職 業 の 安 定 に 係 る 法 人 の

事 業 税 の 税 率 等 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二 十 二 年 大 阪 府 条 例 第 二 号 ） 第 三 条 、

第 六 条 及 び 第 九 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

（ 大 阪 府 成 長 産 業 特 別 集 積 区 域 に お け る 成 長 産 業 の 集 積 の 促 進 及 び 国 際 競 争 力 の

強 化 に 係 る 成 長 産 業 事 業 計 画 の 認 定 並 び に 法 人 の 府 民 税 及 び 事 業 税 並 び に 不 動 産

取 得 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 と の 調 整 ）  

第 十 八 条  認 定 法 人 の 第 三 条 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 日 の 属 す る 事 業 年 度 か ら 事 業

実 施 期 間 の 終 了 の 日 を 含 む 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 ま で の 各 事 業 年 度 に 係 る 法 人

の 府 民 税 又 は 事 業 税 に つ い て は 、 大 阪 府 成 長 産 業 特 別 集 積 区 域 に お け る 成 長 産

業 の 集 積 の 促 進 及 び 国 際 競 争 力 の 強 化 に 係 る 成 長 産 業 事 業 計 画 の 認 定 並 び に 法

人 の 府 民 税 及 び 事 業 税 並 び に 不 動 産 取 得 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 二

十 四 年 大 阪 府 条 例 第 百 二 十 四 号 ） 第 十 三 条 及 び 第 十 六 条 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

（ 規 則 へ の 委 任 ）  

第 十 九 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

規 則 で 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  



１  こ の 条 例 は 、 令 和 五 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  
（ 法 人 の 府 民 税 の 税 額 控 除 が あ る 場 合 の 計 算 の 特 例 ）  

２  法 附 則 第 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 法 人 の 府 民 税 に お け る 第

十 一 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 当 該 法 人 税 割 額 に つ い て は 、 法 第 五

十 三 条 第 三 十 六 項 か ら 第 三 十 八 項 ま で 及 び 第 五 十 項 の 規 定 に よ る 控 除 前 の 額 と

す る 。 」 と あ る の は 「 当 該 法 人 税 割 額 に つ い て は 、 法 附 則 第 八 条 の 二 の 二 第 一 項

の 規 定 に よ る 控 除 後 の 額 で 、 法 第 五 十 三 条 第 三 十 六 項 か ら 第 三 十 八 項 ま で 及 び

第 五 十 項 の 規 定 に よ る 控 除 前 の 額 と す る 。 」 と 、 「 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 に 」 と あ

る の は 「 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 か ら 法 附 則 第 八 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ り 控 除 す べ き 額 と し て 算 定 し た 額 を 控 除 し た 額 に 」 と す る 。  

（ 法 人 の 事 業 税 の 税 額 控 除 が あ る 場 合 の 計 算 の 特 例 ）  

３  法 附 則 第 九 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 法 人 の 事 業 税 に お け る 第

十 四 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 中 「 当 該 事 業 税 額 に つ い て は 、 法 第 七 十

二 条 の 二 十 四 の 十 一 の 規 定 に よ る 控 除 前 の 額 と す る 。 」 と あ る の は 「 当 該 事 業 税

額 に つ い て は 、 法 附 則 第 九 条 の 二 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 控 除 後 の 額 で 、 法 第

七 十 二 条 の 二 十 四 の 十 一 の 規 定 に よ る 控 除 前 の 額 と す る 。 」 と 、 「 税 率 を 乗 じ て

得 た 額 に 」 と あ る の は 「 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 の 合 計 額 か ら 法 附 則 第 九 条 の 二 の

二 第 一 項 の 規 定 に よ り 控 除 す べ き 額 と し て 算 定 し た 額 を 控 除 し た 額 に 」 と す る 。  

（ 大 阪 府 附 属 機 関 条 例 の 一 部 改 正 ）  

４  大 阪 府 附 属 機 関 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 大 阪 府 条 例 第 三 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ

う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  
 一 （ 略 ）  

名 称  担 任 す る 事 務  

（ 略 ）  （ 略 ）  

大 阪 府

ま ち ・

ひ と ・

し ご と

創 生 推

進 審 議

会 

（ 略 ）  

大 阪 府

金 融 系

外 国 企

業 等 事

業 計 画

認 定 等

審 査 会  

大 阪 府 金 融 系 外 国 企 業 等 の 集 積

の 促 進 及 び 国 際 競 争 力 の 強 化 に

係 る 事 業 計 画 の 認 定 並 び に 法 人

の 府 民 税 及 び 事 業 税 の 課 税 の 特

例 に 関 す る 条 例 （ 令 和 五 年 大 阪 府

条 例 第 五 十 七 号 ） 第 三 条 第 六 項

（ 同 条 例 第 四 条 第 三 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 十

条 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 に つ い て

の 審 査 に 関 す る 事 務  

（ 略 ）  （ 略 ）  

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ）  
 一 （ 略 ）  

名 称  担 任 す る 事 務  

（ 略 ）  （ 略 ）  

大 阪 府

ま ち ・

ひ と ・

し ご と

創 生 推

進 審 議

会 

（ 略 ）  

 

 

（ 略 ）  （ 略 ）  



 

 二― 四  （ 略 ）   二― 四  （ 略 ）  
  


